
公益通報者保護法に係る通報等の流れ

【通報者】
・労働者
・退職者（退職後１年以内）
・当該事業所の役員

【相談窓口】
県民相談
センター

振り分け
（通報内容連絡）

調査着手・進捗状況・
結果等連絡

調
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の
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結
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等
の
通
知

【処分又は勧告等を行う
権限のある課等】

〔例〕廃棄物規制課 等

【通報】〔実名〕

【通報者】
・県職員、退職者（退職後１年以内）
・県の契約先の労働者、退職者（退
職後１年以内）
・県の契約先の役員

① 外部からの通報を受ける場合 ② 内部からの通報を受ける場合

【通報】〔実名，
匿名〕

①の【公益通報の対象】
個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正

な競争の確保その他国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかか
わる法律（食品衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律など約450本）
に違反する行為が生じ又はまさに生じようとしている場合 等

②の【公益通報の対象】
・法令（条例、規則等を含む。）に違反し、又は違反するおそれがある行為
・県職員の職務の遂行における不当な行為又はそのおそれがある行為

【関係課】

調査・是正措置
の指示等

関係者処分

調査協力

【事業者】

調査協力

【調査・処分】
総務部人事課 等
（調査担当者）
（調査等機関）

振り分け
（通報内容連絡）

調査着手・進捗状況・
結果等連絡

調査・是正措置
の指示等

【通報・相談窓口】
総務部出資団体指導・行政監察室

連絡

相談等 相談等
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相談等

【通報・相談窓口】
総務部出資団体指導・行政監察室

（通報対応責任者）
（通報受付窓口担当者）

【通報・相談窓口】
公益通報担当
弁護士

【通報の通
知】

必要に応じ
結果等通知

調査の着手・進捗状況・結果等の通知

【通報】〔実名、匿名〕、
相談等

調査の着手・進捗状況・結果等の通知

(県職員のみ)


